
疾病・感染症対策課 感染症対策班

　　　　　　　　　　　　　　      対象は、①宮城県内に住所がある、②各種医療
保険に加入している、③B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変で、④
世帯の合計年収がおおむね370万円以下、⑤研究に協力する、という5つの条件
を満たす方です。肝がん・重度肝硬変の入院関係医療費の自己負担額が過去２年
で２ヵ月以上「高額療養費」の限度額を超えるとき、入通院医療費の一部が助成
されます。詳しくは県庁の担当課におたずねください。

肝がん・重度肝硬変の患者さん向けに
入通院医療費の助成があります！

0120-76-0152
紹介しているのは令和７年２月１日現在の内容です。

9：00～17：00受付時間：



疾病・感染症対策課 感染症対策班
（月～金  8:30 ～ 17:15）

（月～金  10:00 ～ 15:00）

　対象は保険適用医療であり、Ｂ型肝炎
に対するインターフェロン治療及び核酸
アナログ製剤治療、Ｃ型肝炎に対するイン
ターフェロン治療及びインターフェロン
フリー治療、並びに、これらの治療を行う
ために必要な医療です。申請は、各地域の
保健所宛に所定の申請書や診断書を添え
て行う必要があります。なお、核酸アナロ
グ製剤治療の更新手続きが簡
素化されました（詳細は県庁まで）。

所得割が年額23.5万円未満

所得割が年額23.5万円以上

市町村民税（所得税）が年額23.5万円未満の世帯


